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令和６年産米に係る地域の合理的な単収の設定について 

 

 需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成２６年４月１日付け２５生産第

３５７８号。以下「要領」という。）別紙１の第５の２の（３）の地域の合理的な単収（以

下「基準単収」という。）について、要領別紙１の別添１の２の（１）に基づき下記のとお

り通知いたします。 

 つきましては、当通知による基準単収を踏まえた上で、地域水田農業推進協議会での生

産目標を決定するとともに、各農業者に対する生産目標の提示に御配慮願います。 

 

記 

 

○ 令和６年産米に係る地域の合理的な単収 

 

           （対象区域）     （基準単収） 

            南砺市        ５２８kg 

                       （慣行栽培：５２９kg） 

                       （有機栽培：４２３kg） 

 

  


